
町営水道給水区域内における漏水修理区分範囲図
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官民境界からメー

ターまでの宅内は原

則として町水道事業

所で漏水修理※
で漏水修理

水道メーターから宅内側はお客様負担の漏水修理となります。

宅内

※給水管は全てお客様の財産ですが、官民境界からメーターまでの漏水修理は、有収率改善のため、原則として水道事業

所で行います。ただし、漏水修理に支障を来たす支障物件等（植栽、タイル、石垣・階段等）により修理困難な場合は、一部

お客さま負担となる場合があります。 （管理念書がある場合は公道内も含めてお客様負担の修理となります）

また、止水栓やメーターバルブ、メーターボックスなどもお客様の財産となります。

止水栓やメーターバルブの不具合、メーターボックスの破損など漏水以外の修繕はお客様の負担となります。

公道内は町水道事業所

給水管


